
質  問  回  答  書 

2023年 3月 13日 

「大洋州地域（フィジー、トンガ）強靭な保健システム構築のための連携強化プロジェクト」 

 （公示日：2023年 2月 22日／調達管理番号：22a00937）について、質問と回答は以下の通りです。 

 

通番号 当該頁項目 質問 回答 

1 8ページ 

第 2章 特記仕様書案 

第 3条 プロジェクトの概要 

及び 

16ページ 

第 2章 特記仕様書案 

第 6条 実施方針及び留意事項 

（14）供与機材 

第 3 条では、両国の活動 3－4 に「機材やアプ

リケーションの導入・インストールをする。」と

ありますが、第6条（14）では機材供与は想定

していないとされています。前者の「機材」は

「コンサルタント等契約における物品・機材の

調達・管理ガイドライン」の対象とならないも

の、との理解でよろしいでしょうか。 

活動３－４は、先方政府と合意した内容として記

載しておりますが、現時点で機材供与は想定し

ておりません。もしもご提案頂く内容に機材供与

が含まれ、調達が認められた場合には、実際の

機材調達にあたっては「委託契約等における機

材調達・管理ガイドライン」等機材調達に関する

ガイドラインに沿って実施をお願い致します。 

なお、本案件は技術協力のため、インフラ整備

や建築などは含まない旨は両保健省と合意して

います。 

2 14ページ 

第 2章 特記仕様書案 

第 6条 実施方針及び留意事項 

（10）デジタル技術を活用した人

材育成と保健サービス提供 

両国に共通する事項ですが、成果２のデジタル

を活用した医療従事者の遠隔教育と、成果３の

デジタルヘルスサービス提供について、ここで

いうデジタル技術は異なるものである（成果２の

デジタル技術は、成果３で開発するアプリでは

ない）という理解でよろしいでしょうか。というの

も、例えば前者は、zoom 等のデジタルツール

による教育（Doctor to Doctorの要素が強い）を

目的としたデジタル技術を指しているという理解

であり、後者は DtoD に限らず、Doctor to 

ご理解のとおりです。 

成果 2 の目的は人材育成の強化です。そのた

め、特定のツールの使用やそれを使った保健サ

ービス提供を目指すものではなく、健康危機時

でも継続的に必要な研修の実施を可能にした

り、特定の事象に対応するためのアドホックな追

加研修を可能にしたりすることを目指します。 

成果３では、健康危機時にもサービス提供その

ものが滞らないようなデジタル技術を活用した保

健サービス提供を目指します。実際に医療者が



Patient（例えば、企画競争説明書 19 ページ 

注釈 15「調査時点でのデジタル技術を用いて

目指すべき方向性案」の「①保健センターから

住民の状況をオンラインで確認できる」等）も含

めた、健康危機時の医療サービス提供の継続

を目的としたものと理解しています。このよう

に、成果 2及び成果 3それぞれの「デジタル」の

捉え方について、上記の理解でよいかご教示く

ださい。 

地域住民へのサービス提供のために活用する

技術や、報告、モニタリングなどに活用できるも

のなどを想定しています。 

3 20ページ 

第 2章 特記仕様書案 

第 7条 業務の内容 

（6）サービス提供を促進するため

のデジタル技術の特定と研修の

実施（活動 3-3,3-4,3-5） 

「活動 3-5 で、研修実施のためのツールを作

成し、前項で設定したフィジー及びトンガのパ

イロット地域において研修を実施する。」とあ

りますが、この研修というのは、成果２の遠隔

教育の研修をさすのか、もしくは、導入するデ

ジタル技術を活用するための研修（トレーニン

グ）を指すのか、ご教示頂けますでしょうか。

また「ツールを作成し」とありますが、このツー

ルは開発したアプリとは別のツールをつくると

いう理解でよろしかったでしょうか。 

活動 3-5 の研修は、成果 3 で導入することが決

まったデジタル技術に関連する研修です。 

ツールは、導入予定のアプリ等デジタル技術を

使えるようになるための研修に必要な教材等を

指します。例えば、講師用のモジュール、受講者

用のモジュール、演習のための教材、モニタリン

グや評価のための様式などが考えられます。 

進捗次第では、成果２で整える遠隔の人材育成

研修の 1つのモジュールとして実施することも可

能かもしれませんが、パイロット地域が異なるこ

とも想定されるため、必ずしも連動させる必要は

ありません。 

4 20ページ 

第 2章 特記仕様書案 

第 7条 業務の内容 

【第 1期契約期間】（７）「サービス

提供の実施（活動 3-6）」 

これは必ず第 1期で実施しなければならないの

でしょうか。大洋州地域では機材の調達に時間

がかかることが多いこと、特定されたデジタル技

術によってはアプリ開発に時間がかかること、

が想定され、実施が厳しくなる恐れがあります

ので、第 2 期の実施も想定でご提案することも

実施時期について変更する場合は、理由ととも

にご提案下さい。 



可能でしょうか。 

5 21ページ 

第 2章 特記仕様書案 

第 7条 業務の内容 

【第 1期契約期間】（9） 

及び 

22ページ 

第 2章 特記仕様書案 

第 7条 業務の内容 

【第 2期契約期間】（4） 

 

いずれも「研修成果やベストプラ

クティスの共有を含む地域のネ

ットワーク強化活動」 

 

21 ページには、「域内研修や域内ワークショ

ップはフィジー及びトンガでそれぞれ第 1期契

約期間中1回」、22ページには「域内セミナー

や域内研修はフィジー及びトンガにおいて、そ

れぞれ第２期契約期間中に 1 回実施を想定

する」とありますが、それぞれ契約期間の合

計開催回数はどのように理解したらよろしい

でしょうか。 

① フィジー或いはトンガでワークショップと研

修を各 1回ずつ（計 2回） 

② フィジーで各 1 回、トンガで各 1 回（計 4

回） 

域内研修・域内ワークショップ・域内セミナーと表

記のゆれがありました。失礼致しました。 

研修にするのか、ワークショップにするのか、セ

ミナーにするのかは、案件の進捗や域内に共有

したい事柄によって C/P と協議のうえ、選択いた

だければと思います。 

趣旨は成果４に記載のとおり、成果やベストプラ

クティスの共有を含む地域のネットワーク強化活

動となります。 

実施回数は、第 1期契約期間にフィジーで１回、

トンガで１回。第 2期契約期間にフィジーで１回、

トンガで１回です。計４回となります。 

6 23ページ 

第 2章 特記仕様書案 

第 8条 報告書等 

（1）報告書等 

業務計画書（第 1期）は 2か国分を 1冊、同（第

2 期）はそれぞれ 1 冊ずつ、という理解でよろし

いでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

7 23ページ 

第 2章 特記仕様書案 

第 8条 報告書等 

（1）報告書等 

左記に規定される報告書のうち、フィジー・トン

ガそれぞれ 1 冊ずつ提出するものについては、

2 か国にまたがる／共通する／大洋州地域全

体／2 か国以外の大洋州諸国に関する記述は

どちらの報告書に記載すればよろしいでしょう

か。或いは、同じ記述を両方に掲載するのでし

ょうか。 

どちらか１カ国分のみの報告書を読む場合も想

定されるので、両国に共通する部分は、両国の

報告書への記載をお願い致します。 



8 第 2章 特記仕様書案 

第 7条 業務の内容 

【第 1 期契約期間：2023 年 5 月

～2025年 5月】 

（９）研修成果やベストプラクティス

の共有を含む地域のネットワーク

強化活動（活動 4-1,4-2,4-3,4-4） 

「プロジェクト対象国合同の報告会に間接的受

益国もオブザーバー参加する等、常に広域案

件であることを意識した連携ができるよう配慮

する。」とありますが、それを踏まえると成果４の

活動について、活動 4－2 は対象がフィジー、ト

ンガ、ミクロネシア、キリバスの 4 か国＋間接的

受益国 10 か国はオブザーバーとして参加、活

動 4-3は 4か国に加え、間接的受益国 10か国

を対象ということでしょうか。 

 

その場合、活動 4-2と 4-3の目的の違いは何で

しょうか。 

活動 4-2 は主に案件を実施する 4 か国での共

有、活動 4-3 はそれを拡大して、間接的受益国

10か国まで含むという整理です。 

目的の違いとしては、活動 4-2 は参加国間での

経験や活動結果の共有、4-3 はさらに学びを深

めることを意図した地域で関心の高い分野での

共修の促進となります。 

9 第 2章 特記仕様書案 

第 7条 業務の内容 

【第 1 期契約期間：2023 年 5 月

～2025年 5月】 

（９）研修成果やベストプラクティス

の共有を含む地域のネットワーク

強化活動（活動 4-1,4-2,4-3,4-4） 

「活動 4－2 及び 4－3 の対面での域内研修や

域内ワークショップはフィジー及びトンガでそれ

ぞれ第 1期契約期間中 1回とし、その他の追加

の活動に関しては域内会議との日程を併せる、

オンラインの活用など、効率的な実施方法を検

討する。主催国以外のプロジェクト実施国３か

国（各 3 名程度）及び間接的受益国１０か国（各

2名程度）からの参加を想定している。」とありま

すが、 

① 活動４－２と４－３それぞれの想定されてい

る開催頻度と開催場所等について、下記の

〇部分に回数を記載いただけますでしょう

か。 

活動４－２ 

第 1期： フィジー〇回、トンガ〇回 

①対面での活動 4-2 と 4-3 は、2 部に分けるな

ど、同時期の開催を想定しています。それ以外

にもオンラインや他の会議の機会等をとらえて

の情報交換、進捗共有ができれば望ましいで

す。 

第 1期： フィジー１回、トンガ１回 

第 2期： フィジー１回、トンガ１回 

②合同開催のご提案は可能です。機会の有効

活用を推奨致します。 



第 2期： フィジー〇回、トンガ〇回 

 

活動４－３ 

第 1期： フィジー〇回、トンガ〇回 

第 2期： フィジー〇回、トンガ〇回 

 

② 活動４－２と４－３の合同開催の提案は可

能でしょうか。 

 

以 上 


